
（別紙様式１）

区　　分
１．基本的な事項 １．基本的な事項

２．産業の振興 ２．産業の振興

３．交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進 ３．交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進

　の整備、情報化及 　の整備、情報化及

※変更が生じた部分に下線を引くこと。

　　④労働環境　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １７

　　⑤観光　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １７

（２）その対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １８

（３）計画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １９ （３）計画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　

　　①道路環境　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２３

　　③産業振興（異業種連携）　　　　　　　　　　　　 １８

　　④労働環境　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １８

　　⑤観光　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １８

（２）その対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １９

（１）現況と問題点　　　　　　　　　　　　　　　　　 １４ （１）現況と問題点　　　　　　　　　　　　　　　　　 １５

　　①農林業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １４

　　②商工業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １５

　　③産業振興（異業種連携）　　　　　　　　　　　　 １７

（１）現況と問題点　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２３ （１）現況と問題点　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２４

※区分欄は、変更の生じた区分を記入のこと。

　　①農林業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １５

　　②商工業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １６

　　③情報通信基盤　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２６

（４）公共施設等総合管理計画との整合　 　　　　　　　２３

（３）計画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２６ （３）計画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２７

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 （４）公共施設等総合管理計画との整合　 　　　　　　　２９

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　

　　①道路環境　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２４

　　②交通環境　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２３ 　　②交通環境　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２４

　　③情報通信基盤　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２５

砂川市過疎地域自立促進市町村計画【変更】

変更前（頁・行） 変更後（頁・行）

　目　次

（６）公共施設等総合管理計画との整合　　　 　　　　　１４

（２）その対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２５ （２）その対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２６



（別紙様式１）

区　　分

４．生活環境の整備 ４．生活環境の整備

５．高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 ５．高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進

※変更が生じた部分に下線を引くこと。

（３）計画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ４５ （３）計画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ４６

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 （４）公共施設等総合管理計画との整合　 　　　　　　　５１

　　④地域福祉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ４３ 　　④地域福祉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ４４

　　⑤健康　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ４３ 　　⑤健康　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ４４

（２）その対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ４４ （２）その対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ４５

　　⑥地域防災　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ３２

（１）現況と問題点　　　　　　　　　　　　　　　　　 ４１ （１）現況と問題点　　　　　　　　　　　　　　　　　 ４２

　　①高齢者福祉　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ４１ 　　①高齢者福祉　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ４２

　　②子育て支援、母子・父子福祉　　　　　　　　　　 ４２ 　　②子育て支援、母子・父子福祉　　　　　　　　　　 ４３

　　③障がい者福祉　　　　　　　　　　　　　　　　　 ４２ 　　③障がい者福祉　　　　　　　　　　　　　　　　　 ４３

　　⑨快適空間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ３４

　　⑧上下水道　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ３２

　　⑩治山・治水　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ３５

　　⑨快適空間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ３５

　　⑧上下水道　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ３３

　　⑦住環境　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ３２

　　⑤消防・救急　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ３０

（２）その対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ３４ （２）その対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ３５

（３）計画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ３６ （３）計画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ３７

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 （４）公共施設等総合管理計画との整合　 　　　　　　　４１

　　⑩治山・治水　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ３４

　　⑥地域防災　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ３１

　　⑦住環境　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ３１

　　②衛生環境　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２９ 　　②衛生環境　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ３０

※区分欄は、変更の生じた区分を記入のこと。

砂川市過疎地域自立促進市町村計画【変更】

　目　次 （１）現況と問題点　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２９ （１）現況と問題点　　　　　　　　　　　　　　　　　 ３０

　　①循環型社会　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２９ 　　①循環型社会　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ３０

　　⑤消防・救急　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ３１

　　③環境保全　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ３０ 　　③環境保全　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ３１

　　④安全生活環境　　　　　　　　　　　　　　　　　 ３０ 　　④安全生活環境　　　　　　　　　　　　　　　　　 ３１

変更前（頁・行） 変更後（頁・行）



（別紙様式１）

区　　分

６．医療の確保 ６．医療の確保

　の整備、情報化及 　の整備、情報化及

７．教育の振興 ７．教育の振興

　の整備、情報化及 　の整備、情報化及

８．地域文化の振興等 ８．地域文化の振興等

　の整備、情報化及 　の整備、情報化及

※変更が生じた部分に下線を引くこと。

　　①芸術・文化・文化財　　　　　　　　　　　　　　 ６０

（３）計画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ５８

（１）現況と問題点　　　　　　　　　　　　　　　　　 ５９ （１）現況と問題点　　　　　　　　　　　　　　　　　 ６０

　　①芸術・文化・文化財　　　　　　　　　　　　　　 ５９

（１）現況と問題点　　　　　　　　　　　　　　　　　 ５４ （１）現況と問題点　　　　　　　　　　　　　　　　　 ５５

　　①学校教育　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ５４ 　　①学校教育　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ５５

　　②生涯学習　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ５５ 　　②生涯学習　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ５６

　　③スポーツ・レクリエーション　　　　　　　　　　 ５６

（２）その対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ５６ （２）その対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ５７

（１）現況と問題点　　　　　　　　　　　　　　　　　 ５１ （１）現況と問題点　　　　　　　　　　　　　　　　　 ５２

（２）その対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ５２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　

（４）公共施設等総合管理計画との整合　 　　　　　　　６１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　

（３）計画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ５７

砂川市過疎地域自立促進市町村計画【変更】

変更前（頁・行） 変更後（頁・行）

　　①医療　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ５１

（４）公共施設等総合管理計画との整合　 　　　　　　　５９

　　①医療　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ５２

　　③スポーツ・レクリエーション　　　　　　　　　　 ５５

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 （４）公共施設等総合管理計画との整合　 　　　　　　　５４

（２）その対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ５３

（３）計画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ５３ （３）計画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ５４

（２）その対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ５９ （２）その対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ６０

（３）計画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ６０ （３）計画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ６１

※区分欄は、変更の生じた区分を記入のこと。

　目　次



（別紙様式１）

区　　分

９．集落の整備 ９．集落の整備

　の整備、情報化及 　の整備、情報化及

10．その他地域の自立促進に関し必要な事項 10．その他地域の自立促進に関し必要な事項

　の整備、情報化及 　の整備、情報化及

添付資料 添付資料

※変更が生じた部分に下線を引くこと。

※区分欄は、変更の生じた区分を記入のこと。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 （４）公共施設等総合管理計画との整合　 　　　　　　　６５

事業計画(平成28年度～32年度)過疎地域自立促進特別事業分　　　６５ 事業計画(平成28年度～32年度)過疎地域自立促進特別事業分　　　６６

　　①協働　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ６２ 　　①協働　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ６３

（２）その対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ６３ （２）その対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ６４

（３）計画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ６４ （３）計画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ６５

　　②地域コミュニティ　　　　　　　　　　　　　　　 ６２ 　　②地域コミュニティ　　　　　　　　　　　　　　　 ６３

砂川市過疎地域自立促進市町村計画【変更】

変更前（頁・行） 変更後（頁・行）

　目　次

（１）現況と問題点　　　　　　　　　　　　　　　　　 ６２ （１）現況と問題点　　　　　　　　　　　　　　　　　 ６３

（１）現況と問題点　　　　　　　　　　　　　　　　　 ６１ （１）現況と問題点　　　　　　　　　　　　　　　　　 ６２



（別紙様式１）

区　　分

P14

※変更が生じた部分に下線を引くこと。

砂川市過疎地域自立促進市町村計画【変更】

変更前（頁・行） 変更後（頁・行）

※区分欄は、変更の生じた区分を記入のこと。

（６）公共施設等総合管理計画との整合
　平成28年３月に策定した「砂川市公共施設等総合管理計画」
では、本市の人口１人あたりの建築系公共施設の保有量は、同
一人口規模団体の平均保有量と比較すると約２倍程度の保有量
となっており、その他道路、橋梁、下水道施設も平均を上回る
など、多くの公共施設を抱えている状況である。
　今後の人口や財政見通しを考慮すると、公共施設の更新等の
検討にあたっては、老朽化や利用状況を見極め、将来的にも活
用すべき施設を選択することで、１人あたりの延床面積の縮減
や施設の長寿命化を実施し更新等費用の抑制を図る必要がある
ことから、計画では次の基本方針を掲げている。
　第一に施設総量（総床面積）の適正化については、
・建築系公共施設については、新規整備を原則控えるととも
に、施設ごとの機能や利用実態を十分考慮し、統廃合や複合化
等により施設総量（総床面積）の適正化に努める。特に更新が
必要な場合には、施設の利用者等との協議を行いながら、適正
な規模で効率的な運営が可能となるよう整備計画を策定のう
え、事業を推進する。
　第二に長寿命化の推進については、
・今後も保有すべき公共施設等については、これまでの「壊れ
てからの修繕（事後保全）」から、「計画的な修繕（予防保
全）」へ転換を進め、施設の劣化が進行する前に、定期的な点
検・診断を実施し、施設の長寿命化及びライフサイクルコスト
の縮減を図るなど、中長期的な視点に立った計画的な維持保全
に努める。
　第三に民間活力の有効活用については、
・指定管理者制度を含め、民間のもつノウハウを導入するな
ど、施設の整備や管理における官民の協働により、コスト縮減
やサービス水準の向上に努める。
　本計画においても、上記の基本方針に沿った公共施設等の適
切な管理を推進するとともに、過疎対策に必要となる事業を適
切に実施する。

１　基本的な事項



（別紙様式１）

区　　分

P23

事業名 事業内容 事業主体 備　考 事業名 事業内容 事業主体 備　考
(1)市町村道
   　道路

(1)市町村道
   　道路 北６号線舗装事業

新石山３条通り改
良舗装事業
宮川２号通り改良
舗装事業
空知太中通り改良
舗装事業

砂川市
砂川市

砂川市

砂川市

P29

P41

※変更が生じた部分に下線を引くこと。

砂川市過疎地域自立促進市町村計画【変更】

変更前（頁・行） 変更後（頁・行）

２　産業の振興

４　生活環境の整備 （４）公共施設等総合管理計画との整合
　本計画では、砂川市公共施設等総合管理計画の基本方針に基
づき、整合性を図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切
に実施する。

※区分欄は、変更の生じた区分を記入のこと。

（４）公共施設等総合管理計画との整合
　本計画では、砂川市公共施設等総合管理計画の基本方針に基
づき、整合性を図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切
に実施する。

３　交通通信体系の
整備、情報化及び地
域間交流の促進

P.27　(3)計画 P.28　(3)計画

（４）公共施設等総合管理計画との整合
　本計画では、砂川市公共施設等総合管理計画の基本方針に基
づき、整合性を図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切
に実施する。



（別紙様式１）

区　　分

P51

P54

P59

P61

P65

※変更が生じた部分に下線を引くこと。

（４）公共施設等総合管理計画との整合
　本計画では、砂川市公共施設等総合管理計画の基本方針に基
づき、整合性を図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切
に実施する。

10　その他地域の自
立促進に関し必要な

事項

（４）公共施設等総合管理計画との整合
　本計画では、砂川市公共施設等総合管理計画の基本方針に基
づき、整合性を図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切
に実施する。

６　医療の確保 （４）公共施設等総合管理計画との整合
　本計画では、砂川市公共施設等総合管理計画の基本方針に基
づき、整合性を図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切
に実施する。

※区分欄は、変更の生じた区分を記入のこと。

７　教育の振興

８　地域文化の振興
等

（４）公共施設等総合管理計画との整合
　本計画では、砂川市公共施設等総合管理計画の基本方針に基
づき、整合性を図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切
に実施する。

５　高齢者等の保健
及び福祉の向上及び
増進

（４）公共施設等総合管理計画との整合
　本計画では、砂川市公共施設等総合管理計画の基本方針に基
づき、整合性を図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切
に実施する。

砂川市過疎地域自立促進市町村計画【変更】

変更前（頁・行） 変更後（頁・行）


